
雇用管理改善を支援します
介護サービスに対するニーズは、今後、高齢化の進行に伴い増大していくと見込まれます。しか

しながら、雇用管理面では、賃金その他の労働条件、職員の定着率などにおいて他産業と比べ
格差が大きく、改善が必要です。（財）介護労働安定センターは無料で、改善に取り組む介護事
業所の相談・援助を行っています。

処遇の改善
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全 産 業 平 均 67.9 41.7 13.1 333.7 369.3 32.1 39.1 8.6 226.1 243.1

訪問介護員 16.2 36.3 3.4 207.8 242.7 83.8 45.4 4.6 191.8 205.6

介護職員 31.4 32.7 5.1 217.2 231.7 68.6 37.2 5.3 197.0 208.6

全体 正社員 非正社員

全産業平均 14.6％ 11.7％ 24.8％

２職種合計 18.7％ 18.5％ 18.9％

（訪問介護員） 13.9％ 22.1％ 13.1％

（介護職員） 21.9％ 18.2％ 27.5％

定着の促進

31.2 

42.2 

33.5 

10.5 

12.8 

11.8 

8.1 

8.5 

9.6 

8.5 

8.0 

8.4 

8.6 

6.2 

7.6 

30.2 

18.8 

26.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護職員計(n=2,235)

訪問介護員計(n=2,145)

２職種合計(n=4,380)

１０％未満 １０％～ １５％～ ２０％～ ２５％～ ３０％以上１年間の離職率

平成20年度の調査において、介護労働者の賃金は、他の産業と比べて低くなっています。
このため、介護従事者の処遇改善を図る趣旨から平成21年度介護報酬改定（＋３％）を行いま

したが、他の産業との賃金格差をさらに縮め、安定した雇用の場としてさらに成長していけるよう、
平成２１年１０月から介護職員処遇改善交付金により、介護職員の処遇改善に取り組む事業者
へ資金の交付が行われており、まだ当該交付金の支給を受けていない事業主の方は是非この交
付金をご活用下さい。

介護関係職種は、他産業と比較すると離職率が高くなっています。
一方で、約３割の事業所では、１年間の離職率が１０％未満となっており、介護サービス関係職

種においても雇用管理改善により人材の定着が図られます。

無 料 で !

（介護労働安定センター平成２０年度介護労働実態調査）

（介護労働安定センター平成２０年度介護労働実態調査）



介護労働安定センターで行った支援のご紹介

★離職率が高い→賃金規定（処遇）改善の必要性

★組織拡大→キャリアパス構築の必要性
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・賃金や労働時間などについて職員からの苦情や不満が多く、離職者が常態化しており、
早急に改善したい。介護職員処遇改善交付金について一時金と給与など、従業員に
説明するための案について意見、見解を求められ、「どのような方法が一番多いのか」
など教えて欲しいとの要請

・賃金や労働時間などについて職員からの苦情や不満が多く、離職者が常態化しており、
早急に改善したい。介護職員処遇改善交付金について一時金と給与など、従業員に
説明するための案について意見、見解を求められ、「どのような方法が一番多いのか」
など教えて欲しいとの要請

・介護事業所に見合った諸規定になっていないため、基準の曖昧さによって介護職員の
やる気をそぎ、不公平感を生み,苦情や離職へつながりやすいと説明し、就業規則、賃
金規程の作成に向けた雇用管理相談を推奨する。

・処遇改善交付金の支給方法については、一時金・給与の諸々の問題点を詳細に説明
するなどの相談援助を行い賃金規程作りの支援を行った

・介護事業所に見合った諸規定になっていないため、基準の曖昧さによって介護職員の
やる気をそぎ、不公平感を生み,苦情や離職へつながりやすいと説明し、就業規則、賃
金規程の作成に向けた雇用管理相談を推奨する。

・処遇改善交付金の支給方法については、一時金・給与の諸々の問題点を詳細に説明
するなどの相談援助を行い賃金規程作りの支援を行った

・新給与体系を策定し職員へ周知した結果、苦情や離職が減ってきている特に採用時
の説明に効果がある模様。

・就業規則をただ作成するということではなく、コンサルタントと事業所担当者が一緒に
なり，話し合いながら作り込んでいくことで、事業所担当者の実践的能力も高まった
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の説明に効果がある模様。

・就業規則をただ作成するということではなく、コンサルタントと事業所担当者が一緒に
なり，話し合いながら作り込んでいくことで、事業所担当者の実践的能力も高まった
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・訪問と通所介護を行う事業者が、近隣地区に新たに通所介護事業を開始。法人とし
て職員数も増えるため人事制度を、今の事業に見合った労働の形態としたいと相談
があった

・訪問と通所介護を行う事業者が、近隣地区に新たに通所介護事業を開始。法人とし
て職員数も増えるため人事制度を、今の事業に見合った労働の形態としたいと相談
があった

・組織が拡大し、職域が増えたことからキャリアパスの必要性を説明
・キャリアパスによる能力開発制度、処遇制度を取り入れた事例の紹介
・パート社員の正社員登用、上級者となるための評価制度をアドバイス

・具体的な人事制度（職能資格制度、評価制度、教育訓練制度）の構築支援のため

の介護雇用管理制度等導入奨励金の紹介
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の介護雇用管理制度等導入奨励金の紹介

・新たなキャリアパスを取り入れた人事考課制度を策定し、処遇改善を図ることにつ
いて職員に周知した結果、お互いに評価しあうことや個々が目標を設定することで
仕事に対し前向きになり、職場の雰囲気も改善された。年末は例年人の動きが多く
３～４名程度離職がみられたが、今年は１名にとどまり、定着化を図ることができた

・新たなキャリアパスを取り入れた人事考課制度を策定し、処遇改善を図ることにつ
いて職員に周知した結果、お互いに評価しあうことや個々が目標を設定することで
仕事に対し前向きになり、職場の雰囲気も改善された。年末は例年人の動きが多く
３～４名程度離職がみられたが、今年は１名にとどまり、定着化を図ることができた



★ノウハウの提供

★夜間勤務の改善
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・職員のスキルアップに繋がる研修をどのように企画したらよいのか相談をうけ、面談を行い事業所内での
問題を聞いた結果、大きく次のことが上げられた。

①事業所内研修で、職場の者どうし議論しても浸透せず、職員の質を上げることが難しい

②日頃から腰痛に悩まされている職員が多い
③新型インフルエンザの流行に不安を感じている

・職員のスキルアップに繋がる研修をどのように企画したらよいのか相談をうけ、面談を行い事業所内での
問題を聞いた結果、大きく次のことが上げられた。

①事業所内研修で、職場の者どうし議論しても浸透せず、職員の質を上げることが難しい

②日頃から腰痛に悩まされている職員が多い
③新型インフルエンザの流行に不安を感じている

①事業所内研修で、問題点を解決するニーズの分析を行った結果、スキルアップの基本として、接遇の基
本となるべき箇所に着目した以下の内容で行うようアドバイスし、セミナーの開催を支援した。セミナーの
内容は、必要なコミュニケーションセンスを高めることを内容とし、聞くと聴くの違いを理解し、傾聴とはどう
いうことかという内容で行った。

②腰痛予防に関して、人間の運動力学を利用した介助方法を指導。移動を分割することで利用者の意識
付けと介助者の不安を減らす方法を指導し、「介助する」から「利用者自身がせざるを得ない状況を作る」
への変更を指導

③インフルエンザ及び結核を中心に介護施設で気をつけなければならない感染症について指導

①事業所内研修で、問題点を解決するニーズの分析を行った結果、スキルアップの基本として、接遇の基
本となるべき箇所に着目した以下の内容で行うようアドバイスし、セミナーの開催を支援した。セミナーの
内容は、必要なコミュニケーションセンスを高めることを内容とし、聞くと聴くの違いを理解し、傾聴とはどう
いうことかという内容で行った。

②腰痛予防に関して、人間の運動力学を利用した介助方法を指導。移動を分割することで利用者の意識
付けと介助者の不安を減らす方法を指導し、「介助する」から「利用者自身がせざるを得ない状況を作る」
への変更を指導

③インフルエンザ及び結核を中心に介護施設で気をつけなければならない感染症について指導

①事業内研修は漠然とした内容ではなく、技術として、聴くという技術は上達するようになるという知識
を得たことで、会話に自信のなかった職員が自信を持つことができた

②腰痛予防について受講後、職員間で復習を行い、職員一人一人が介助方法を意識しながら利用者
を介助するようになった

③正しい知識を習得し、共有化できたことで、職員が抱えていた感染症に対する不安が軽減された

①事業内研修は漠然とした内容ではなく、技術として、聴くという技術は上達するようになるという知識
を得たことで、会話に自信のなかった職員が自信を持つことができた

②腰痛予防について受講後、職員間で復習を行い、職員一人一人が介助方法を意識しながら利用者
を介助するようになった

③正しい知識を習得し、共有化できたことで、職員が抱えていた感染症に対する不安が軽減された
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・特別養護老人ホームの業務は、夜間を含め3交替勤務であり、臨時職員の正社員化を
進めてきたが、休日問題等もあり正社員に業務が集中し、意欲の低下による離職が相

次いだため、労働時間管理及び適切な職員配置について相談があった

・特別養護老人ホームの業務は、夜間を含め3交替勤務であり、臨時職員の正社員化を
進めてきたが、休日問題等もあり正社員に業務が集中し、意欲の低下による離職が相

次いだため、労働時間管理及び適切な職員配置について相談があった

・雇用管理コンサルタントによる相談援助を実施し、労働時間管理・賃金管理について相
談援助を行った。特に、変形労働時間制について、制度導入のメリット・デメリットを事業
所の実態に即して数値を挙げて説明、援助を行った。 また、労働基準法における宿直
と夜勤の違いを説明した上で、従業員の業務量増加による負担増加の悩みについては、

宿直専門員を採用する事例について紹介した

・雇用管理コンサルタントによる相談援助を実施し、労働時間管理・賃金管理について相
談援助を行った。特に、変形労働時間制について、制度導入のメリット・デメリットを事業
所の実態に即して数値を挙げて説明、援助を行った。 また、労働基準法における宿直
と夜勤の違いを説明した上で、従業員の業務量増加による負担増加の悩みについては、

宿直専門員を採用する事例について紹介した

・事業所の勤務実態により近い1ヶ月単位の変形労働時間制を導入したことにより、適

切な労働時間管理及び職員の配置（正社員とパート職員の組み合わせ等）が可能と
なり、職員の定着が大幅に改善された。また、正確に労働時間の管理をするようにな
り、超過勤務が縮減できた
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切な労働時間管理及び職員の配置（正社員とパート職員の組み合わせ等）が可能と
なり、職員の定着が大幅に改善された。また、正確に労働時間の管理をするようにな
り、超過勤務が縮減できた



困っていることありませんか？

適切な管理できていますか？

悩

悩

悩

悩

悩

○○支部・支所へ（http://www.kaigo‐center.or.jp）

問い合わせ先

こんなことがあれば 介護労働安定センターへ
ご連絡ください


